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裏面もご覧下さい 

現

在

の
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平成２４年（２０１２年）１月 

 

新
た
な
年
を
迎
え
ま
し
た
が
、
皆
様
い
か
が
お

過
ご
し
で
し
ょ
う
か
。 

さ
て
、
谷
山
駅
周
辺
地
区
で
は
、
区
画
整
理
事

業
に
よ
る
建
物
移
転
や
連
続
立
体
交
差
事
業
の

仮
線
工
事
を
進
め
て
お
り
ま
す
。 

平
成
２３
年
１０
月
末
に
は
、
谷
山
駅
付
近
の
上

り
線
（
鹿
児
島
中
央
駅
方
面
）
の
線
路
が
仮
線
に

切
り
替
わ
り
、
仮
ホ
ー
ム
の
利
用
が
始
ま
り
ま
し

た
。
残
り
の
区
間
に
つ
い
て
も
、
平
成
２４
年
６

月
頃
の
切
り
替
え
に
向
け
、
工
事
を
進
め
て
い
ま

す
。 ま

た
、
新
た
な
幹
線
道
路
「
南
清
見
諏
訪
線
」

の
整
備
に
向
け
、
道
路
予
定
地
上
の
建
物
に
つ
い

て
も
、
建
物
移
転
の
お
願
い
を
始
め
て
い
ま
す
。 

事
業
が
進
む
に
つ
れ
、
皆
様
方
に
は
何
か
と
ご

迷
惑
を
お
か
け
い
た
し
ま
す
が
、
ご
理
解
と
ご
協

力
の
程
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

仮

換

地

指

定

状

況

に

つ

い

て 

仮換地が既に確定した

場所 

 

 

現在、協議中もしくは 

近々協議予定の場所 公園 

道路 

街区 

平成２３年１２月末現在の仮換地指定状況 

仮換地指定率  …１７．８％ 

 

13 

14-2 

33 

27 

29 

23 

21 

22 

17 
15 

28 

谷山駅周辺地区 航空写真（平成２３年１１月撮影） 

 谷山駅付近の上り線 

が仮線に切り替わり、 

仮ホームの利用が 

始まりました。 

平
成
２３
年
１２
月
末
現
在
の
仮
換
地
（
区
画
整
理
後
の
土
地
）
指

定
の
状
況
は
左
の
図
面
の
と
お
り
で
す
。 

現
在
、「
南
清
見
諏
訪
線
」
と
「
一
号
水
路
」
の
整
備
予
定
箇
所
に

土
地
を
お
持
ち
の
方
々
を
中
心
に
仮
換
地
に
つ
い
て
の
協
議
を
進

め
て
お
り
ま
す
。 

仮
換
地
に
つ
い
て
の
協
議
は
、
工
事
の
順
番
に
あ
わ
せ
て
進
め
て

ま
い
り
ま
す
。
協
議
が
ま
だ
の
方
は
、
今
し
ば
ら
く
お
待
ち
下
さ
い
。 

※鹿児島市では、仮換地を決めるにあたって、権利者の皆様１人１人と個別に協議を行います。 

仮換地は権利者のご意向や要望書の内容を確認し、位置や寸法等の調整と皆様との協議を重ね、「仮換地指定」という

行政処分を経て確定します。私共の準備が整い次第協議をお願いしますので、その際は日程の調整等にご協力下さい。 

 幹線道路等の整備に向け、 

国道２２５号側からの建物移転 

もお願いしてまいります。 

★デザイン案をご覧になった方々から、たくさんのご意見をいただきました。 
今後、駅舎のデザインをまとめる際の参考にさせていただきます。 
なお、ご意見の募集は平成２３年１１月３０日をもって終了しました。 

南清見諏訪線 

支所に展示した模型の写真 
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撮影方向 撮影方向 

１号水路 

南清見諏訪線の予定地 
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上り線 仮ホーム 

仮線 

デザイン案 



 

補
償
金
に
対
す
る
課
税
に
つ
い
て 

次
の
よ
う
な
と
き
は
、「
届
出
」
や
「
許
可
申
請
」
が
必
要
で
す
。 

 

●
登
記
名
義
人
が
変
わ
っ
た
と
き 

（
変
更
後
の
登
記
簿
謄
本
の
写
し
を
ご
準
備
下
さ
い
） 

●
住
所
を
変
更
し
た
と
き 

●
代
理
人
を
定
め
た
と
き 

●
借
地
権
の
申
告
を
す
る
と
き 

（
他
人
名
義
の
土
地
に
建
物
な
ど
を
所
有
す
る
人
） 

 土
地
区
画
整
理
事
業
の
施
行
地
区
内
で
の
建
築
物
及
び
工
作
物
の
新
築

や
増
・
改
築
、
土
地
の
形
質
の
変
更
、
ま
た
は
移
動
の
容
易
で
な
い
物
件

の
設
置
・
堆
積
を
行
う
と
き
（
土
地
区
画
整
理
法
第
７６
条
） 

皆

様

へ

の

お

願

い 

届 出 許可申請 

事業についてご不明な点、ご不安な点等がございましたら、 

谷山駅周辺地区係（099-269-8435）までご連絡下さい。 

「
共
有
代
表
者
」
及
び
「
相
続
代
表
者
」 

選

任

の

お

願

い 

補

償

に

つ

い

て 
 

 

○
補
償
金
収
入
は
、
「
所
得
」
と
し
て
扱
わ
れ
る
た
め
、
所
得
税
の

算
定
対
象
に
な
り
ま
す
。 

○
補
償
金
を
受
け
取
っ
た
年
の
翌
年
に
「
確
定
申
告
」
が
必
要
で
す
。 

   

※
確
定
申
告
に
関
す
る
詳
細
は
所
管
の
税
務
署
に
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。 

○
鹿
児
島
税
務
署 

電
話
…
０
９
９
―
２
５
５
―
８
１
１
１
（
代
表
） 

 

○
区
画
整
理
事
業
に
よ
る
補
償
金
収
入
に
は
、
税
負
担
の
軽
減
の
た
め

の
特
例
措
置
が
あ
り
ま
す
。
特
例
措
置
の
内
容
は
移
転
協
議
の
際

に
説
明
し
ま
す
。
な
お
、
特
例
の
適
用
に
必
要
な
書
類
は
補
償
金
の

お
支
払
い
後
に
お
送
り
し
ま
す
の
で
、
大
切
に
保
管
し
て
下
さ
い
。 

 

※
補
償
金
を
受
け
取
っ
た
こ
と
で
、
受
給
し
て
い
る
年
金
の
支
給
額
や
、

国
民
健
康
保
険
税
、
介
護
保
険
料
に
影
響
が
出
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
詳
細
は
、
本
紙
面
の
下
部
に
記
載
し
て
お
り
ま
す
担
当
課
に
お
問

い
合
わ
せ
下
さ
い
。 

区
画
整
理
事
業
に
よ
っ
て
権
利
者
や
住
民
の
皆
様
に
生
じ
る
損
失
は
、

市
の
基
準
に
基
づ
く
補
償
金
に
よ
り
補
償
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

こ
こ
で
は
、
建
物
等
の
所
有
者
に
対
し
て
、
市
か
ら
お
支
払
い
す
る
補

償
金
の
種
類
と
内
容
を
説
明
い
た
し
ま
す
。 

な
お
、
借
家
人
（
賃
貸
物
件
に
入
居
し
て
い
る
方
）
に
対
し
て
は
、
主

に
【
動
産
移
転
料
】（
引
越
し
時
の
家
財
道
具
等
の
運
搬
費
用
）
の
補
償

と
な
り
ま
す
。 

そ の 他 の 補 償 

⑥【移転雑費】 

仮住居等の選定や法令上の手

続きなどの、移転に係る費用

を補償 

⑦【家賃減収補償】 

賃貸物件（アパート，貸店舗，

駐車場等）からの家賃等の収

入の減少に対する補償 

⑧【営業補償】 

原則として営業を休止するた

めの補償を行います。 

ただし、休止が困難であると

市が判断した場合は、経済比

較の上、仮営業所等で営業を

継続するための補償を行うこ

ともあります。 

⑨【整地擁壁補償】 

仮換地先を宅地計画高まで整

地(盛土や擁壁の設置等)する

費用を補償 

「
共
有
名
義
の
土
地
」
や
「
相
続
の
手
続
き
が
終
了
し
て
い
な
い
土
地
」

は
、
関
係
す
る
権
利
者
が
複
数
い
ら
っ
し
ゃ
る
た
め
、
ど
な
た
か
を
代
表
者

と
し
て
選
任
し
て
い
た
だ
き
、
そ
の
方
を
窓
口
と
し
て
事
業
に
関
す
る
協
議

を
お
願
い
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

つ
き
ま
し
て
は
、
権
利
者
間
で
話
し
合
っ
て
い
た
だ
き
、
共
有
名
義
の
土

地
で
は
「
共
有
代
表
者
」
を
、
相
続
の
手
続
き
が
終
了
し
て
い
な
い
土
地
で

は
「
相
続
代
表
者
」
を
選
任
し
、
市
へ
届
け
出
て
下
さ
い
。 

届
出
の
様
式
や
添
付
書
類
、
そ
の
他
詳
し
い
内
容
は
、
谷
山
駅
周
辺
地
区

係
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。 

権
利
者
の
皆
様
に
は
お
手
数
を
お
か
け
い
た
し
ま
す
が
、
ご
理
解
と
ご
協

力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

★
平
成
２３
年
中
に
補
償
金
を
受
け
取
っ
た
方
の
申
告
時
期 

…
平
成
２４
年
２
月
１６
日 

～ 

３
月
１５
日 

 借家等 

⑤【仮住居等補償】 

仮住まい中の家賃の補償 

引越 

③【立竹木補償】 

庭木等に対する補償 

庭木 

建物 

①【建物移転料】 

建物を、現在の土地から仮換地先に移転させるための費用を補償します。 

金額は、建物の種類や構造、移転工法の検討結果により異なります。 

移転工法は、仮換地の位置や面積、建物の種類や規模、移転時の周囲の状

況等から総合的に検討し、最も経済的な方法の費用が補償されます。 

移転の方法には主に「曳家工法」と「再築工法」の 2 種類があります。 

塀 

アンテナ 

②【工作物移転料】 

工作物（門や塀、テレビ

アンテナやクーラー等）

に対する補償 

④【動産移転料】 

引越時の家財道具等の運搬費用 

家財道具 

区

画

整

理

事

業

Ｑ

＆

Ａ 

ア
パ
ー
ト
や
貸
店
舗
の
空
き
部
屋
に
つ
い
て
、

入
居
者
を
募
集
な
さ
る
こ
と
自
体
は
問
題
あ
り
ま

せ
ん
。
た
だ
し
、
区
画
整
理
事
業
の
進
捗
に
あ
わ

せ
て
、
そ
う
遠
く
な
い
時
期
に
入
居
者
の
方
々
に

も
お
引
越
を
お
願
い
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

後
々
の
ト
ラ
ブ
ル
防
止
の
た
め
「
区
画
整
理
事
業

の
区
域
内
で
あ
る
こ
と
」
と
「
近
い
将
来
、
再
び
引

越
が
必
要
に
な
る
こ
と
」
の
２
点
を
入
居
希
望
者
に

説
明
し
て
下
さ
い
。 

※
募
集
を
始
め
る
前
に
、
谷
山
駅
周
辺
地
区
係
に

ご
相
談
い
た
だ
け
る
と
助
か
り
ま
す
。 

 
ア
パ
ー
ト
に
空
き
部
屋

が
出
た
ん
だ
け
ど
、
次
の
入

居
者
を
募
集
し
て
も
い
い

の
か
な
？ 

引
越
代
は
「
動
産
移
転
料
」、
家
賃
は
「
仮
住
居

等
補
償
」
と
し
て
、
市
が
補
償
し
ま
す
。 

「
動
産
移
転
料
」
は
、
家
財
道
具
な
ど
建
物
内

外
に
あ
る
動
産
の
運
搬
に
必
要
な
費
用
で
す
。 

「
仮
住
居
等
補
償
」
は
、
現
在
お
住
ま
い
の
建

物
の
規
模
に
基
づ
き
、
補
償
額
の
上
限
が
決
ま
り
、

そ
の
範
囲
内
で
家
賃
の
実
費
相
当
額
を
補
償
す
る

仕
組
み
で
す
。 

具
体
的
な
金
額
は
、
移
転
や
補
償
に
関
す
る
協

議
の
際
、
担
当
か
ら
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 
※
仮
住
ま
い
先
は
各
自
で
探
し
て
い
た
だ
い
て 

お
り
ま
す
。 

 
仮
住
ま
い
先
に
引
っ
越

す
と
き
の
引
越
代
や
、
仮
住

ま
い
中
の
家
賃
は
補
償
し

て
も
ら
え
る
の
？ 

建
物
の
補
償
金
額
は
、
移
転
の
工
法
等
に
よ
り
変

動
し
ま
す
。
工
法
を
決
定
す
る
時
に
は
、
建
物
の
構

造
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
移
転
時
期
に
お
け
る
周
囲

の
状
況
等
も
考
慮
し
て
判
断
し
ま
す
。 

移
転
工
法
は
、
移
転
年
次
計
画
に
基
づ
き
、
施
行

者
で
あ
る
鹿
児
島
市
が
決
定
す
る
た
め
、
補
償
交
渉

ま
で
は
具
体
的
な
補
償
金
額
を
お
示
し
で
き
ま
せ

ん
。 

 ち
ょ
っ
と
前
に
建
物
調

査
が
あ
り
ま
し
た
。 

建
物
の
補
償
金
が
い
く

ら
ぐ
ら
い
に
な
る
の
か
教

え
て
く
だ
さ
い
。 

○年金について     …谷山支所 市民課 市民係     269-8410（直通） 

○国民健康保険税について…谷山支所 市民課 国民健康保険係 269-8414（直通） 

○介護保険料について  …本庁 介護保険課 保険料係    216-1279（直通） 


